
（法人名：海上災害防止センター）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約金額
（単位：
円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

1
富士ゼロックス
（株）神奈川営業所

横浜事務所　複写機保守

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,674,328
随意
契約

電子複写機の購入時に複数年にわたりその保守契約を締結しているため。
（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（2１年度契約から）

2 菱清サービス（株） 本部事務所の清掃契約

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,235,850
随意
契約

入居ビル館内規則により、賃室内の清掃は賃借人が行うほかは、ビル管理
会社指定業者へ委託することとなっているため（業務方法書第１５条
（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

3
神奈川県住宅供給公
社

職員宿舎借上

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,320,000
随意
契約

当センターの職員宿舎であり現に居住している者がいるため。（業務方法
書第１５条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

4 監査法人トーマツ 会計監査人にかかる報酬

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年11月11日 3,570,000
随意
契約

独立行政法人通則法第４０条により会計監査人は、主務大臣が選任するこ
ととなっているため。（業務方法書第１５条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1

5 海上防災事業者協会 「海上防災」5,200部購入

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月2日 3,463,200
随意
契約

「海上防災」は海上防災の普及・啓発を行う雑誌であり、関係者に広く周
知するために購入し配布することとしているが、本誌は発行業者が特定さ
れているため。（業務方法書第１５条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 10
単価契約
656／冊

6 （有）ケイエス 鹿児島支所事務所家賃

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 非公表
随意
契約

本契約は、現に使用している当センター鹿児島支所の事務所賃貸借契約で
あり、業務上、継続的な契約を要することから随意契約を締結したもの。
（業務方法書第15条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

7
（合）吉本組

佐世保支所事務所家賃

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 非公表
随意
契約

本契約は、現に使用している当センター佐世保支所の事務所賃貸借契約で
あり、業務上、継続的な契約を要することから随意契約を締結したもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

8 鹿児島港湾事務所
野積場（ｵｲﾙﾌｪﾝｽ置場）
使用料

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 873,060
随意
契約

本契約は、ＪＯＧＭＥＣからの委託により、当センターが保管管理するオ
イルフェンス保管基地についての野積場使用契約であるが、当保管基地は
現に使用中であり、また、油流出事故に備え、当センター鹿児島支所から
短時間で作業に向かえ、かつ、資機材基地である鹿児島ドック鉄工（株）
の近隣に位置している必要がある。これら業務遂行上の理由から、継続的
な契約を要するため随意契約を締結したもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

9
鹿児島ドック鉄工
（株）

鹿児島防除基地洋上訓練
重機費等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,600,672
随意
契約

本契約は、センター鹿児島基地が管理する防災資機材を用いた排出油等防
除作業、訓練および防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従
事する船舶や重機、作業員を当センターの依頼があれば迅速に手配・派遣
を行う旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結んで
いる鹿児島ドック鉄工（株）が、洋上訓練に用いる防災資機材を重機等で
搬出入し運用するものである。同社へは過去１５年間にわたり排出油等防
除作業要員の育成を行っており、実際の事故に備え大規模流出油事故を想
定して行う洋上訓練趣旨から、同社以外に契約相手方となりうる業者はな
く、随意契約によらざるを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
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10
鹿児島ドック鉄工
（株）

鹿児島緊急搬送訓練重機
費等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,269,198
随意
契約

本契約は、当センター鹿児島基地の管理する防災資機材を用いた排出油防
除作業、訓練および防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従
事する船舶や重機、作業員を、当センターの依頼があれば迅速に手配、派
遣を行う旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結ん
でいる鹿児島ドック鉄工（株）が、緊急搬送訓練に用いる防災資機材を重
機等で搬出入し運用するものである。同社へは過去１５年間にわたり排出
油等防除作業要員の育成を行っており、実際の事故に備え大規模流出油事
故を想定して行う洋上訓練趣旨から、同社以外に契約相手方となりうる業
者はなく、随意契約によらざるを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

11 日本海事興業（株）
平成１８年度洋上訓練用
船費

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 2,425,552
随意
契約

本契約は、当センター鹿児島基地の管理する防災資機材を用いた排出油防
除作業、訓練および防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従
事する曳船や作業船を当センターの依頼があれば迅速に手配、派遣を行う
旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結んでいる日
本海事興業（株）が、洋上訓練で油防除作業を行う船舶を派遣するもので
ある。実際の流出油事故を想定して行う洋上訓練の趣旨からは、事故の際
に出動することとなる同社のみが契約相手方となりうるため随意契約によ
らざるを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

12
（株）エヌエヌユー 佐世保緊急搬送訓練費用

等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,293,428
随意
契約

本契約は、センター佐世保基地が管理する防災資機材を用いた排出油防除
作業、訓練および防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従事
する船舶や重機、作業員を、当センターの依頼があれば迅速に手配、派遣
を行う旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結んで
いる（株）エヌエヌユーが、緊急搬送訓練を実施するものである。同社へ
は過去１９年間にわたり排出油等防除作業要員の育成を行っており、実際
の事故に備え大規模流出油事故を想定して行う緊急搬送訓練趣旨から、同
社以外に契約相手方となりうる業者はなく、随意契約によらざるを得な
かったもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

13
（株）エヌエヌユー 佐世保基地ｵｲﾙﾌｪﾝｽ洋上

展張訓練費用

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 10,184,160
随意
契約

本契約は、当センター佐世保基地が管理する防災資機材を用いた排出油防
除作業、訓練及び防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従事
する船舶や重機、作業員を、当センターの依頼があれば迅速に手配、派遣
を行う旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結んで
いる（株）エヌエヌユーが、オイルフェンス洋上展張訓練作業を実施する
ものである。同社へは過去１９年間にわたり排出油等防除作業要員の育成
を行っており、実際の事故に備え大規模流出油事故を想定して行う訓練趣
旨から、同社以外に契約相手方となりうる業者はなく、随意契約によらざ
るを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

14
（株）近藤海事 ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張訓練用台

船、作業船傭船等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年11月2日 2,093,385
随意
契約

本契約は、当センターと予め防災措置実施契約を締結し、流出油防除訓練
を積んだ（株）近藤海事が佐世保基地の大型油回収装置等を出動させ運用
するものである。実際の事故を想定とする本訓練趣旨から同社以外に契約
の相手方となりうるものはなく、随意契約によらざるを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

15
阪急航空（株） 福井国備基地周辺海岸空

撮

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年6月22日 1,500,000
随意
契約

平成18年度国家石油備蓄基地における海上防災体制の再構築に関する調査
業務において、福井国家石油備蓄基地周辺の地勢を調査し、流出油の海岸
漂着時における海岸清掃の戦略・戦術を検討するため、当該海岸線沿いの
空撮を要するが、この空撮には機動性の高い回転翼機からの撮影及び回転
翼の振動の影響を受けずブレのない映像が必要不可欠であるが、防振撮影
装置を装備した回転翼機からの動画撮影を取り扱う当該地域付近の航空会
社は阪急航空（株）のみで、同社以外の機体をチャーターした場合、常駐
基地から当該撮影区域までの空輸料金及び撮影区域直近の空港での待機料
金及び撮影区域までの空輸料金等の余分な費用を要す。よって本空撮につ
き当センターの要求を満たし、かつ、空港使用料等の付随する経費がかか
らないのは阪急航空（株）のみで競争を許さなかったため。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め
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16
みずほ情報総研
（株）

流出油防除シミュレータ
を用いた拡散等シミュ
レーション

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月19日 3,675,000
随意
契約

ＪＯＧＭＥＣの委託事業である「平成18年度国家石油備蓄基地における海
上防災体制の再構築に関する調査業務」において、国家石油備蓄基地にお
ける海上防災体制に関して旧石油公団が開発した流出油防除訓練シミュ
レータを活用して、現状の資機材等による防除能力の評価等を実施する業
務を行うためには、コンピュータプログラムに関する専門的知識と技能が
必要とされるのみならず、旧石油公団当時に作成した上記シミュレータの
版権を有するみずほ情報総研（株）によって実施することが本業務のより
合理的かつ円滑な実施を実現できることから同社と随意契約を締結したも
の。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

17
鹿児島ドック鉄工
（株）

鹿児島防除基地資機材保
守管理重機費用等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 2,293,710
随意
契約

本契約は、当センターと予め契約防災措置実施契約を締結し油防除資機材
の取扱い訓練を積んだ鹿児島ドック鉄工（株）が志布志又は串木野国家石
油備蓄基地における事故の際に使用する大型油回収装置等の資機材を１ヶ
月及び３ヶ月点検として保守管理作業を行うものである。両備蓄基地での
事故に備え、即応できるよう訓練を兼ねて資機材点検をする本契約の相手
方は、実際に出動することとなる同社でなければならないことから随意契
約を締結したもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

18
鹿児島ドック鉄工
（株）

鹿児島防除基地洋上訓練
重機費等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 3,099,914
随意
契約

本契約は、当センター鹿児島基地が管理する防災資機材を用いた排出油防
除作業、訓練および防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従
事する船舶や重機、作業員を当センターの依頼があれば迅速に手配・派遣
を行う旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結んだ
鹿児島ドック鉄工（株）が、洋上訓練に用いる防災資機材を重機等を用い
て搬出入するものである。同社へは過去１５年間にわたり排出油等防除作
業要員の育成を行っており、実際の事故に備え大規模流出油事故を想定し
て行う洋上訓練趣旨から、同社以外に契約相手方となりうる業者はなく、
随意契約によらざるを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

19
（株）エヌエヌユー 佐世保基地１ヶ月点検整

備費用

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,137,360
随意
契約

本契約は、当センターと予め契約防災措置実施契約を締結し油防除資機材
の取扱い訓練を積んだ（株）エヌエヌユーが白島又は上五島国家石油備蓄
基地における事故の際に使用する大型油回収装置等の資機材を１ヶ月点検
として保守管理作業を行うものである。両備蓄基地での事故に備え、即応
できるよう訓練を兼ねて資機材点検をする本契約の相手方は、実際に出動
することとなる同社でなければならないことから随意契約を締結したも
の。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

20
（株）エヌエヌユー 佐世保基地ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張

訓練費用

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 2,561,790
随意
契約

本契約は、当センター佐世保基地が管理する防災資機材を用いた排出油防
除作業、訓練及び防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従事
する船舶や重機、作業員を、当センターの依頼があれば迅速に手配、派遣
を行う旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結んで
いる（株）エヌエヌユーが、オイルフェンス洋上展張訓練作業を実施する
ものである。同社へは過去１９年間にわたり排出油等防除作業要員の育成
を行っており、実際の事故に備え大規模流出油事故を想定して行う訓練趣
旨から、同社以外に契約相手方となりうる業者はなく、随意契約によらざ
るを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

21
鹿児島ドック鉄工
（株）

平成１８年度臨時防災訓
練船舶費等・訓練準備・
訓練後整備重機費等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,182,930
随意
契約

本契約は、センター鹿児島基地の管理する防災資機材を用いた排出油防除
作業、訓練および防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従事
する船舶や重機、作業員を当センターの依頼があれば迅速に手配・派遣を
行う旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結んでい
る鹿児島ドック鉄工（株）が、臨時防災訓練に用いる防災資機材を重機等
を用いて搬出入、運用するものである。同社へは過去１５年間にわたり排
出油等防除作業要員の育成を行っており、実際の事故に備え大規模流出油
事故を想定して行う訓練趣旨から、同社以外に契約相手方となりうる業者
はなく、随意契約によらざるを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め
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22
山九（株）

平成１８年度志布志石油
備蓄基地防災訓練輸送作
業等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,387,810
随意
契約

本契約は、事故発生時に油防除資機材輸送等に関し即応する旨の「防除資
機材等に係る複合輸送契約」を予め当センターと締結した山九（株）が、
同資機材を指示する場所まで搬送するものである。実際の事故に即して資
機材輸送を検証する訓練趣旨から、同社のみが契約相手方となりうるため
随意契約を締結したもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

23
山九（株） 串木野石油備蓄基地防災

訓練輸送作業等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,361,564
随意
契約

本契約は、事故発生時に油防除資機材輸送等に関し即応する旨の「防除資
機材等に係る複合輸送契約」を予め当センターと締結した山九（株）が、
同資機材を指示する場所まで搬送するものである。実際の事故に即して資
機材輸送を検証する訓練趣旨から、同社のみが契約相手方となりうるため
随意契約を締結したもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

24
山九（株）

平成１８年度白島石油備
蓄基地防災訓練輸送作業
等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,382,560
随意
契約

本契約は、事故発生時に油防除資機材輸送等に関し即応する旨の「防除資
機材等に係る複合輸送契約」を予め当センターと締結した山九（株）が、
同資機材を指示する場所まで搬送するものである。実際の事故に即して資
機材輸送を検証する訓練趣旨から、同社のみが契約相手方となりうるため
随意契約を締結したもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

25 個人
ＪＯＧＭＥＣ委託業務に
関する支援業務等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月3日 4,457,565
随意
契約

本契約は、JOGMEC委託業務に関する支援業務、北海道サハリンプロジェク
トに関する情報収集、国内外流出油防除関連資料収集及びその翻訳等につ
いて実施するものであるが、業務の性質上、油防除等の海上防災に関する
専門性を要し、上記業務にも精通していなければ達成し得ないものである
から、これらを円滑に実施できる海上防災コンサルタントのこの個人と随
意契約を実施したもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

26
（株）地球科学総合研究所

排出油防除措置（BRIGHT
ARTEMIS号）に関わる支
援協力業務費用

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年8月15日 8,337,000
随意
契約

本契約は、平成18年8月14日にインド洋で発生したBRIGHTARTEMIS号からの
原油流出事故につき、当センターが行う防除作業に関する支援・協力業務
（9号業務）に資するため、流出油の監視等の目的から、入手した衛星
データの解析等を行わせるものであるが、急を要する業務であり、競争入
札に付するいとまがないため、当該海域の入手衛星データから流出原油に
関するデータ解析を行える専門的知識を有した（株）地球科学総合研究所
と随意契約を締結したもの。
　（業務方法書第15条（2））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

27 （財）ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ
排出油防除措置（BRIGHT
ARTEMIS号）に関わる支
援協力業務費用

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年8月15日 6,468,000
随意
契約

本契約は、平成18年8月14日にインド洋で発生したBRIGHTARTEMIS号からの
原油流出事故につき、当センターが行う防除作業に関する支援・協力業務
（9号業務）に資するため、流出油の監視等の目的から、衛星データの入
手を行わせるものであるが、急を要する業務であり、競争入札に付するい
とまがないため、流出油監視が可能な程度の当該海域衛星データを随時入
手できる（財）ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰと随意契約を締結したもの。
　（業務方法書第15条（2））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

28
（株）CRCｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 平成１８年度緊急時計画

のデジタル化業務

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年6月20日 4,515,000
随意
契約

JOGMECの委託事業である「平成18年度国家石油備蓄基地における地区緊急
時計画策定に関する業務」においては、本業務で策定予定の「むつ小川原
国家石油備蓄基地流出事故への準備及び対応に関する地区緊急時計画」及
び「久慈国家石油備蓄基地流出事故への準備及び対応に関する地区緊急時
計画」を冊子の完成品に加え、デジタル化する業務内容となっている。こ
れを実施するには、デジタル緊急時計画ソフトの設計・処理を行い版権を
有する（株）CRCｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞとの随意契約によらなければなしえないことか
ら締結したもの。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

29
（株）CRCｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

平成１８年度流出油事故
対応に関するデジタル緊
急時計画設計・処理

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年6月20日 15,960,000
随意
契約

JOGMECの委託事業である「平成18年度国家石油備蓄基地における流出油事
故対応に関するデジタル緊急時計画設計・処理業務」においては、平成
16・17年度に設計・構築、改良した「緊急時計画・設計処理システム」の
デジタル化情報を、現場備蓄基地と備蓄基地本社間で情報共有できるよう
システム改良し、また、作成したシステムへのデータ入力等の業務を実施
する。これの実施には、平成16・17年度に作成した上記「緊急時計画・設
計処理システム」の基本的な著作権を有する（株）CRCｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞと随意契
約を締結しなければなしえないものであった。（業務方法書第15条
（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め
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30
日本ｻﾙｳﾞｪｰｼﾞ（株） 大型油回収装置一式保管

管理費

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,801,800
随意
契約

本契約は、関門地区に配備中の当センター所有大型油回収装置一式につい
て、保管を行うほか、作動点検を年４回実施するものであり、また油流出
事故に備えて直ちに搬出できる体制を整えておくものであるが、これら業
務を行うには同装置の取り扱いに関し専門的知識と技術を要する業者で、
かつ、実際の事故の際に現場で運用できる業者でなければならないため、
関門地区にあって当センターと防災措置実施契約を結び同装置の取り扱い
にも精通した日本ｻﾙｳﾞｪｰｼﾞ（株）との随意契約によらざるを得なかったも
の。
（業務方法書第15条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

31
東京ｻﾙｳﾞｪｰｼﾞ（株）

排出油防除措置費用
（EASTERNCHALLENGER
号）

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月13日 36,807,000
随意
契約

本契約は平成18年4月13日、横須賀市沖合で沈没したEASTERN CHALLENGER
号からの油流出に関し、当センターが行う排出油防除措置（2号業務）に
つき、予め当センターと排出油防除措置実施契約を締結する東京ｻﾙｳﾞｪｰｼﾞ
（株）と東京汽船（株）が現場海域において油防除作業を実施するもので
あるが、業務性質上、直ちに知識と経験を有する作業員を油防除資機材と
ともに現場海域に派遣する必要があるため、この要件を満たし最も早く出
動できる業者がこの２社であることから随意契約を締結したもの。
（業務方法書第15条（2））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

32
東京汽船（株）

排出油防除措置費用
（EASTERNCHALLENGER
号）

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月13日 6,313,738
随意
契約

本契約は平成18年4月13日、横須賀市沖合で沈没したEASTERN CHALLENGER
号からの油流出に関し、当センターが行う排出油防除措置（2号業務）に
つき、予め当センターと排出油防除措置実施契約を締結する東京ｻﾙｳﾞｪｰｼﾞ
（株）と東京汽船（株）が現場海域において油防除作業を実施するもので
あるが、業務性質上、直ちに知識と経験を有する作業員を油防除資機材と
ともに現場海域に派遣する必要があるため、この要件を満たし最も早く出
動できる業者がこの２社であることから随意契約を締結したもの。
（業務方法書第15条（2））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

33
西部ﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ（株） 排出油防除措置費用

（ORIENTAL MIHO号）

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年7月14日 7,718,418
随意
契約

本契約は平成18年7月14日、徳山港沖合で座礁したORIENTAL MIHO号からの
油流出に関し、当センターが行う排出油防除措置（2号業務）につき、予
め当センターと排出油防除措置実施契約を締結する西部ﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ（株）が
現場海域において油防除作業を実施するものであるが、業務上、直ちに知
識と経験を有する作業員を油防除資機材とともに現場海域に派遣する必要
があるため、この要件を全て満たす業者は同社以外にないことから随意契
約を締結したもの。
（業務方法書第15条（2））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

34
北海道航空（株） むつ小川原及び久慈国備

基地周辺海岸空撮

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年6月26日 2,492,700
随意
契約

平成18年度国家石油備蓄基地における海上防災体制の再構築に関する調査
業務において、むつ小川原及び久慈両国家石油備蓄基地周辺の地勢を調査
し、流出油の海岸漂着時における海岸清掃の戦略・戦術を検討するため、
当該海岸線沿いの空撮を要するが、この空撮には機動性の高い回転翼機か
らの撮影が要求され、回転翼機からの動画撮影を取り扱う当該地域付近の
航空会社は丘珠空港を常駐基地とする北海道航空（株）と仙台空港を常駐
基地とする東邦航空（株）の２社のみで、これ以外の機体をチャーターし
た場合、常駐基地から花巻空港又は撮影区域までの空輸料金及び花巻空港
での待機料金等の余分な費用を要す。また、北海道航空（株）は空撮位置
をＧＰＳに記録し、位置データ及びＧＰＳ連動ノートパソコン上の地図
データを動画と同時表示する編集を行うことができるが、東邦航空（株）
では同様の編集を行う装置がない。動画編集は海岸清掃に関する戦略・戦
術を検討する際、必要な海岸線の動画を即時に検索できる等、JOGMEC受託
業務を遂行する上で不可欠であるから、本空撮につき当センターの要求を
満たすのは北海道航空（株）のみで競争を許さななかったため。
（業務方法書第15条（１））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

35
鹿児島ドック鉄工
（株）

鹿児島防除基地洋上訓練
重機費等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,539,772
随意
契約

本契約は、センター鹿児島基地が管理する防災資機材を用いた排出油等防
除作業、訓練および防災資機材の海陸輸送に伴う積卸作業等、これらに従
事する船舶や重機、作業員を当センターの依頼があれば迅速に手配・派遣
を行う旨の「防災資機材の運用等の作業実施に関する契約」を予め結んで
いる鹿児島ドック鉄工（株）が、洋上訓練に用いる防災資機材を重機等で
搬出入し運用するものである。同社へは過去１５年間にわたり排出油等防
除作業要員の育成を行っており、実際の事故に備え大規模流出油事故を想
定して行う洋上訓練趣旨から、同社以外に契約相手方となりうる業者はな
く、随意契約によらざるを得なかったもの。
（業務方法書第15条（１））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
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36 防災特殊曳船（株）
おおたき・きよたき
定期傭船料

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年8月10日 238,662,000
随意
契約

本契約は、船舶の所有者等の委託に基づき、船舶火災の消火及び延焼の防
止等の措置を実施するための当センターの消防船傭船契約である。海上で
のタンカー等の消火活動は極めて危険な作業であり、高度の知識、技術と
経験、及び常時出動に備える高い意識を保持した要員とセンター消防船の
故障発生時等に代替え能力を持つ消防船を手当させる必要があり、それら
をすべて満足させる会社は事実上同社以外にないため。（業務方法書第１
５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

37 大分臨海興業（株）
油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊大分＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

38
関西港湾サービス
（株）

油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊大阪泉北＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

39
西部マリン・サービ
ス（株）

油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊関門＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

40
（株）シーゲート
コーポレーション

油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊徳山下松＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

41 早駒運輸（株）
油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊姫路＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

42 内海曳船（株）
油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊松山＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

43 山九（株）
油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊水島＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

44 東京汽船（株）
油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊横須賀＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月
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45 伊勢湾防災（株）
油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊四日市＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

46
紀伊水道防災設備
（株）

油回収船等基地委託委託
料保管管理料
＊和歌山下津＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,134,000
随意
契約

油回収船（装置）等基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送
に必要な船舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要
員の出動態勢が確立されていることが必修条件である。また、油回収船等
を常に良好な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有
し、緊急時に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定
されるため。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
315,000（基本
料）
68,250/月

47
沖縄マリンサービス
（株）

資材保管管理委託料
＊沖縄中城＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,004,848
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
73,238/月（陸上
倉庫）
10,500/月（曳
船）

48 苫小牧海運（株）
資材保管管理委託料
＊苫小牧＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,254,960
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
73,080/月（陸上
倉庫）
31,500/月（曳
船）

49 北陸海事（株）
資材保管管理委託料
＊伏木富山＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,277,640
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
106,470/月（陸
上倉庫）

50 今治商運（株）
資材保管管理委託料
＊今治＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,310,400
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
109,200/月（陸
上倉庫）

51 海洋産業（株）
資材保管管理委託料
＊室蘭＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,325,520
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
99,960/月（陸上
倉庫）
10,500/月（曳
船）

52 山九（株）鹿島支店
資材保管管理委託料
＊鹿島＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,445,220
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
120,435/月（陸
上倉庫）

53 山九（株）岩国支店
資材保管管理委託料
＊岩国＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 2,205,000
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
183,750/月（陸
上倉庫）
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54 伊予商運（株）
資材保管管理委託料
＊松山＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 2,270,520
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
189,210/月（陸
上倉庫）

55
伊勢湾防災（株）
（渥美事務所）

資材保管管理委託料
＊伊良湖＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 2,377,620
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
161,385/月（陸
上倉庫）
36,750/月（曳
船）

56 伊勢湾防災（株）
資材保管管理委託料
＊四日市＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 2,669,940
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
185,745/月（陸
上倉庫）
36,750/月（曳
船）

57
新日本石油マリン
サービス（株）

資材保管管理委託料
＊喜入＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 3,069,360
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
234,780/月（陸
上倉庫）
21,000/月（曳
船）

58
紀伊水道防災設備
（株）

資材保管管理委託料
＊和歌山下津＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 3,124,800
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
260,400/月（陸
上倉庫）

59
（株）ダイトーコー
ポレーション

資材保管管理委託料
＊千葉＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 3,213,000
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
10,500/月（曳
船）
257,250/月（防
災艀）

60 山九（株）岡山支店
資材保管管理委託料
＊水島＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 3,351,600
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
22,050/月（陸上
倉庫）
257,250/月（防
災艀）

61 早駒運輸（株）
資材保管管理委託料
＊姫路＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 3,490,200
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
290,850/月（防
災艀）

62
西部マリンサービス
（株）（下関事務
所）

資材保管管理委託料
＊関門＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 3,931,201
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
327,600/月（防
災艀）
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63
（株）シーゲート
コーポレーション徳
山支店

資材保管管理委託料
＊徳山＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 4,586,400
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
31,500/月（曳
船）
350,700/月（防
災艀）

64
西部マリン・サービ
ス（株）

資材保管管理委託料
＊宇部＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 4,687,200
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
390,600/月（防
災艀）

65 山九（株）周南支店
資材保管管理委託料
＊下松＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 5,304,600
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
442,050/月（防
災艀）

66 東京汽船（株）
資材保管管理委託料
＊横須賀＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 5,794,740
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
164,220/月（陸
上倉庫）
305,550/月（防
災艀）　等

67 山九（株）泉北支店
資材保管管理委託料
＊大阪泉北＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 5,985,000
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
498,750/月（防
災艀）

68 鶴崎海陸運輸（株）
資材保管管理委託料
＊大分＊

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 6,741,000
随意
契約

資材備付基地においては、流出油事故発生時に直ちに資材輸送に必要な船
舶、車両等の手配ができること、かつ訓練された流出油防除要員の出動態
勢が確立されていることが必修条件である。また、油防除資材を常に良好
な状態で保管管理するための陸上倉庫もしくは防災艀等を保有し、緊急時
に備えなければならない。それらすべてを満足する業者は特定されるた
め。（業務方法書第１５条（１））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち20年度以降順
次）

単価契約
63,000/月（陸上
倉庫）
498,750/月（防
災艀）

69 東京汽船（株）
証明書発行手数料　業務
代行手数料等

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,340,324
随意
契約

本契約は同社の管轄港へ第一港目に入港する船舶の動静情報の提供を行わ
せるものであり、入港隻数に比例し手数料を支払うものである。当初の見
込みでは年間予定金額が100万円未満であったため、年間単価契約に基づ
く少額随意契約を実施した。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

単価契約
300,000/年(業務
代行手数料)
2,250/証明書

70 （株）損保ジャパン 貨物保険料

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 1,106,516
随意
契約

保険会社の選定にあってはブローカーに一括依頼しており、ブローカーに
最低額を提示した業者と契約を締結したため。（業務方法書第15条
（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

71 （株）ビーズ
「ＪＩＣＡ研修」等にお
ける通訳

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年9月13日 1,375,620
随意
契約

本研修における通訳は、海上防災に関する専門的な講義内容や実習の内容
を逐次通訳するだけではなく、その内容も理解している者でなければでき
ず、過去の実績に基づき随意契約を行った。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

72 （株）ビーズ
外国人研修生の招聘にか
かる委託

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年9月25日 2,649,785
随意
契約

本研修における通訳は、海上防災に関する専門的な講義内容や実習の内容
を逐次通訳するだけではなく、その内容も理解している者でなければでき
ず、過去の実績に基づき随意契約を行った。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）
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73 水処理エース（株）
海水淡水化装置機器類等
購入

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年7月26日 2,852,514
随意
契約

本施設は、水処理エース（株）が製造したものであり、これら機器類は専
用品であり、他社では調達が不可能なため。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

74 （株）ビーズ
クウェート人育成グラム
通訳

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成19年2月19日 1,396,620
随意
契約

本研修における通訳は、海上防災に関する専門的な講義内容や実習の内容
を逐次通訳するだけではなく、その内容も理解している者でなければでき
ず、過去の実績に基づき随意契約を行った。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
１９年以降、当該事務・事業の委託費
を取止め

75
（株）むらせフード
センター

研修生に対する給食委託

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月3日 3,339,000
随意
契約

第二海堡での訓練時には、早朝に40食前後の弁当が必要であり、また数の
増減にも対応できる業者は、横須賀には左記業者しかないため。（業務方
法書第15条（1））

見直の余地あり 企画競争を実施（平成20年度から）
単価契約
７００／食

76 横須賀市 土地賃貸借契約

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 4,428,648
随意
契約

横須賀研修所がある土地を所有しているのが横須賀市のため。（業務方法
書第15条（1））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

77 （有）東要社 敷布洗濯他

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月3日 1,247,396
随意
契約

本契約は横須賀研修所における寝具類のクリーニングを行わせるものであ
るが、当初の年間予定金額が100万円未満であったため、年間単価契約に
基づく少額随意契約を実施したもの。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

単価契約
270/枚(敷布)
等

78
横浜マリン石油
（株）

消防訓練用油購入（第二
海堡用）

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年9月27日 2,780,767
随意
契約

第二海堡へ消防訓練用油を輸送し、指定場所に納入できる小型タンカーを
保有しているのは左記業者のみのため。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

単価契約
83.4/㍑（軽油）
等

79
横浜マリン石油
（株）

消防訓練用油購入（第二
海堡用）

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年12月25日 2,412,939
随意
契約

第二海堡へ消防訓練用油を輸送し、指定場所に納入できる小型タンカーを
保有しているのは左記業者のみのため。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

単価契約
75.4/㍑（軽油）
等

80
横浜マリン石油
（株）

消防訓練用油購入（第二
海堡用）

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月3日 2,607,639
随意
契約

第二海堡へ消防訓練用油を輸送し、指定場所に納入できる小型タンカーを
保有しているのは左記業者のみのため。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

単価契約
72.9/㍑（軽油）
等

81
横浜マリン石油
（株）

消防訓練用油購入（第二
海堡用）

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年6月28日 2,727,205
随意
契約

第二海堡へ消防訓練用油を輸送し、指定場所に納入できる小型タンカーを
保有しているのは左記業者のみのため。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

単価契約
76.4/㍑（軽油）
等

82 横須賀市 用地借地料

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月1日 997,128
随意
契約

防除資機材を保管している土地を所有しているのが横須賀市であり、付近
に他の適地がないため。（業務方法書第15条（1））

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

83
三井住友海上火災保
険（株）

国内旅行総合保険（訓練
生）

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

1,985,805
随意
契約

保険会社の選定にあってはブローカーに一括依頼しており、ブローカーに
最低額を提示した業者と契約を締結したため。（業務方法書第15条
（1））

見直の余地あり
競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

84
北海道航空（株）

北海道海岸線空撮

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年6月19日 4,489,800
随意
契約

北海道北岸海岸線の空撮・データ取得について、同空撮を行うためには、
機動性の高い回転翼からの撮影が要求されるが、回転翼からの動画撮影を
取り扱う当該地区付近の航空会社は、丘珠空港を常駐基地とする北海道航
空株式会社のみである。同社以外では丘珠空港又は撮影現場までの空輸料
及び待機料金等の余分な費用を要す。また、同社では空撮位置をGPSに記
録し、位置データ及びGPS連動ノートパソコン上の地図データを動画と同
時表示する編集を行うことができる。以上から本空撮については、当セン
ターの要求を唯一満たすことの出来る北海道航空株式会社と随意契約する
こととした。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め



件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約金額
（単位：
円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

85
日本海洋（株） 沈降性物質の回収等に関

する新技術の研究

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月17日 1,575,000
随意
契約

海洋沈降性物質の防除手法について、流出海域における汚染範囲や汚染技
術を把握するため、沈降性物質、浮遊性物質、海水溶解性物質を含んだ採
水、採泥及び採気システムの開発を行う。本開発では各機器の取扱いに熟
知しており、かつ、船上においてサンプルを安全に採取収納し、分析機関
に輸送するための手法や安全対策、分析などの知識を豊富に有する者の協
力が必要不可欠であり、HNS（有害液体物質）の危険性はもとより、サン
プリング実施手順、安全対策等について詳細なノウハウを持った業者に委
託する必要がある。日本海洋株式会社は、2隻の調査専用船を有し、さま
ざまな海洋調査に従事しており、生物調査、水質調査、環境アセスメント
の付随調査など幅広く専門的な調査を行っている。同社には、関連会社に
静岡県静岡市に所在する株式会社テクノスルガという分析専門機関も持っ
ており、船上でのサンプル採取方法を始めとして、作業員の安全対策、
データの解析、分析、評価、報告といった一連の作業中での豊富な知識を
有している。また、海中及び海上での危険物の対処に関するノウハウを有
している。以上から日本海洋株式会社と随意契約することとした。（業務
方法書第15条（1））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

86

伊藤忠テクノソ
リューションズ
（株）

HNS海上流出時の危険範
囲設定のためのテーブル
作成

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月24日 2,625,000
随意
契約

HNS防除作業にあたって、現場での人命の優先、作業員の安全確保が最重
要であり、大気中に放出された化学物質の影響範囲を予測する必要に迫ら
れる。そのため、流出したHNSの種類や流出量、気象条件に応じて危険範
囲を即座に判断できるテーブルを作成する必要がある。世界的には、米国
沿岸警備隊も使用している「ALOHA」といった非常に高く評価された予測
モデルが既にある。今回、この「ALOHA」を日本語化し、これをもって危
険範囲設定のためのテーブルを作成することとしている。本件業務に関し
ては、コンピューターソフトウェアについての基本設計、データの変換、
設定、入力等プログラム開発に関する高度な専門的知識及び技術が必要で
あり、かつ危機管理システムの知識を十分に持った専門業者に委託する必
要がある。伊藤忠テクノソリューションズ株式会社は、過去油流出拡散シ
ミュレーションや地盤内廃棄物による汚染予測解析等危機管理に関係した
システムを多岐にわたり構築している。さらに、風向・風速予測計算シス
テム等を導入し緊急時放射能影響予測シミュレーションも手掛けており、
今回の大気拡散プログラムを的確に日本語化しテーブルを作成できるのは
同社しかないため、随意契約することとした。（業務方法書第15条
（1））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

87
宮田工業（株） タンカー火災の消火に関

する研究

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月20日 2,940,000
随意
契約

「タンカー火災の消火に関する調査研究」としてタンカーのタンクを模し
た実験用タンクでダブルハルタンカーのボイルオーバー発生のメカニズム
を解明することとしている。ボイルオーバーとは、石油タンク火災におい
て、油がその表面で長時間燃えている際、突然タンクから燃焼油が爆発的
に噴出し、火災が一挙に激化する現象である。今回の実験では、実験用タ
ンクに原油及び灯油を満たして点火し、外板の温度を測定することにより
油温降下を測定する。原油の燃焼では温度は800℃以上にもなるため、そ
の計測は危険であり火災に関する知識と経験を必要とする。また、ボイル
オーバー実験では、水蒸気爆発を発生させ飛び散った油滴に引火し大きな
ファイアボールが派生するため十分な消火設備と消火準備が必要となる。
このような実験を屋内で実施可能なのは宮田工業株式会社しかなく、過去
の実験でも同社の屋内実験場を使用して、同社技術者の協力を得て行って
おり、安全な事件が可能と判断されるため同社と随意契約をすることとし
た。（業務方法書第15条（1））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

88
大分県産業科学技術
センター

流出油回収処理剤の微生
物分解処理技術実用化に
関する調査研究

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成18年4月24日 4,700,000
随意
契約

本調査研究は、流出油回収処理剤の微生物分解処理技術実用化に関する調
査研究である、杉樹皮製油吸着材の調査研究に関するノウハウが要求され
る。大分県産業科学技術センターは、当センターと杉樹皮製油吸着材（杉
の油取り）を共同開発した機関であり、杉樹皮製油吸着材の調査研究に関
し高いノウハウを有し、さまざまな調査研究にも柔軟に対応できる研究施
設と研究者を有していることから本性能試験を委託するのに最適であると
判断したため。（業務方法第15条（1））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め
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89
ぶんご有機肥料
（株）

実海域における油吸着材
杉の油取りの有効性に関
する調査研究

栗原敏尚
（独）海上災害防止セ
ンター理事長　横浜市
西区みなとみらい3-3-
1

平成19年1月9日 3,150,000
随意
契約

本調査は「実海域における油吸着材（杉の油取り）の有効性」を調査する
ことを目的としており、実際の油防除作業を行うセンター契防者に同吸着
材を使ってもらい、使用後に於いて使い勝手等について調査票に記載の
上、返送してもらうことを目的とする。受入を希望した契防者（11事業
者）の他、センター消防船2隻、NPO法人に油吸着材（杉の油取り）を配布
するものである。同吸着材は、「ぶんご有機肥料株式会社」でのみ製造し
ているものであるため、同社に製造及び配布を委託することとした。（業
務方法第15条（1））

見直の余地あり
20年以降、当該事務・事業の委託費を
取止め

合計 522,722,739

（注４）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。

（注５）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。

（注７）「類型区分」欄には、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)の番号を記載する。その他以下に該当する番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
　　　・その他、１から１７並びに１９及び２０の類型区分に分類できないものについては「１８」
　　　・見直し後においても、なお、国において定める随意契約の限度額を超える契約で法人の定める限度額を下回る契約とする場合については「１９」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「２０」

（注６）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を補
足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
　　　なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。

（注３）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。

（注２）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。

随　　意　　契　　約　　事　　由
類型
区分

≪競争性のない随意契約によらざるを得ない場合≫

　イ　契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

　　(ｲ)法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの 1

　　(ﾛ)条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの 2

　　(ﾊ)閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの 3

　　(ﾆ)地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの 4

　ロ　当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約(当該契約に付随する契約を含む。) 5

　ハ　官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等 6

　ニ　その他

　　(ｲ)防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び役務の調達等 7

　　(ﾛ)電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) 8

　　(ﾊ)郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。） 9

　　(ﾆ)再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入 10

　　(ﾎ)美術館等における美術品及び工芸品等の購入 11

　　(ﾍ)行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの 12

（注）本表は、随意契約によらざるを得ない場合について、国の取扱いに準じて一覧性を持たせるために類型化したものである。

随意契約事由別　類型早見表


